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☆ 求職の動き 

・新規求職者数は１４９人で、前年同月比で一般が６．０％増、パートは 

５３．６％増で、全体では１６．４％の増加となった。 

・月間有効求職者数は７９１人で、前年同月比で５．６％の減少となった。 
 

☆ 求人の動き 

・新規求人数は２７９人で、前年同月比で一般求人が１．３％増、パート求人は 

７０．０％増となり、全体として２２．４％の増加となった。 

・新規求人（一般・パート全て）を産業別にみると、前年同月と比較して、 

製造業、卸売・小売業などが大幅増加したものの、飲食店・宿泊業、 

医療・福祉などで減少となった。 

・月間有効求人数は８２４人で、前年同月比で７．６％の増加となった。 

 

☆ 有効求人倍率の動き 
・前年同月と比較して、有効求職者数は減少、有効求人数は増加し、有効求人倍 
率は、前年同月と比較して０．１３ポイント高い１．０４倍となった。 
なお、パートを除く一般の有効求人倍率は０．９５倍、パートの有効求人倍率

は１．２７倍となっている。 
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労働市場の動き（平成２７年８月内容） 

（数値は新規学卒・日雇関係を除き、パートを含む） 

 

有効求人・求職者数及び求人倍率の推移 
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事業主のみなさま、労働保険の加入手続きはおすみですか？ 

～ １１月 は労 働保 険適用促 進強化 期間です ～ 

 

労働者（アルバイトを含む）を１人でも雇っている事業主は 

労働保険（労災保険・雇用保険）に加入する義務があります。 
 
労働保険は、労働者が安心して働ける職場作りと、安定した事業経営に欠かせない国

が直接管掌する保険制度です。 

労働保険のうち労災保険は、労働者の方が業務上又は通勤途上の災害により被災した

場合に、療養等に対する給付や社会復帰のための援助を行う制度です。 

雇用保険は、労働者の方が失業した場合に再就職のための給付を行うほか、失業の予

防及び高齢者や障害を持つ方など就職が困難な型の雇用の促進を図るための援助を行

う制度です。 

アルバイトやパートタイム労働者を雇用する場合にも労働保険に加入していただく

必要があります。 

 

詳しくは、ハローワーク白石（TEL０２２４－２５－３１０７）・大河原労働基準監督署 

（０２２４－５３－２１５４）又は宮城労働局労働保険徴収課（０２２－２９９－８８ 

４２）へお問い合わせください。 



「特定就職困難者雇用開発助成金」は、平成27年10月1日から､下記のように支給要件の一部を
変更します。今後ご利用をお考えの事業主の皆さまは、ご留意ください。

（事業主の方へ）

平成27年10月１日から

｢特定就職困難者雇用開発助成金｣の支給要件を変更します

離職割合要件の追加 平成27年10月１日以降、対象労働者を雇い入れる場合

過去にこの助成金を受給した事業所で、助成金の対象となった労働者の離職割合が高い場合（以下の要件①また
は②のいずれかに該当する場合）、新たな対象労働者の雇入れについて、この助成金を受けることはできません。

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

０

＜要件①＞雇入れ１年後の離職割合が50％を超えていること

※１ 新たな対象労働者の雇入れ日の前後６か月間
※２ 離職割合（％）＝（確認日Ａが基準期間内にある人のうち確認日Ａ時点で離職している人）÷（確認日Ａが基準期間内にある人）

過去にこの助成金の支給決定の対象となった労働者について、基準期間※１内に雇入れ日から起算
して１年を経過する日（=確認日Ａ）がある人が５人以上いる場合で、その確認日Ａ時点での離職
割合※２が50％を超えていること

＜要件② ＞助成対象期間終了１年後の離職割合が50％を超えていること

過去にこの助成金の支給決定の対象となった労働者について、基準期間※１内に助成対象期間※２の末
日の翌日から起算して１年を経過する日（＝確認日Ｂ） ※３がある人が５人以上いる場合で、その確
認日Ｂ時点での離職割合※４が50％を超えている場合

※１ 新たな対象労働者の雇入れ日の前後６か月間
※２ 助成対象期間の途中で離職した場合も、雇入れ時に定められた助成対象期間とする
※３ 助成対象期間が３年の者の場合は、確認日Ｂを「助成対象期間の末日の翌日」とする
※４ 離職割合（％）＝（確認日Ｂが基準期間内にある人のうち確認日Ｂ時点で離職している人）÷（確認日Ｂが基準期間内にある人）

｢高年齢者雇用開発特別奨励金｣
｢被災者雇用開発助成金｣の支給要件を変更します

「高年齢者雇用開発特別奨励金」「被災者雇用開発助成金」は、平成27年10月1日から､下記の
ように支給要件の一部を変更します。今後ご利用をお考えの事業主の皆さまは、ご留意ください。

離職割合要件の追加 平成27年10月１日以降、対象労働者を雇い入れる場合

過去にこの助成金を受給した事業所で、助成金の対象となった労働者の離職割合が高い場合（以下の要件に該
当する場合）、新たな対象労働者の雇入れについて、この助成金を受けることはできません。

＜要件＞雇入れ１年後の離職割合が50％を超えていること

※１新たな対象労働者の雇入れ日の前後６か月間
※２ 離職割合（％）＝（確認日Ａが基準期間内にある人のうち確認日Ａ時点で離職している人）÷（確認日Ａが基準期間内にある人）

過去にこの助成金の支給決定の対象となった労働者について、基準期間※１内に雇入れ日から起算して
１年を経過する日（=確認日Ａ）がある人が５人以上いる場合で、その確認日Ａ時点での離職割合※２

が50％を超えていること

＜注意事項＞

▶｢離職」には原則、理由を問わず、すべての離職を含みますが、対象労働者の死亡、天災その他やむを得ない理由に
よって事業の継続が不可能となったことによる解雇、同一事業所に継続して２年以上雇用され、かつ65歳以上の年齢
で離職した人などは除きます。

▶離職割合要件の確認に当たって、関係書類の提出を求める場合がありますのであらかじめご了承ください。
▶ ｢特定就職困難者雇用開発助成金｣、｢高年齢者雇用開発特別奨励金｣、｢被災者雇用開発助成金｣のいずれかで離職割合
要件に該当する場合は、この３つの助成金の新たな対象労働者の雇入れについて不支給となります。

▶助成金の受給に当たっては、このほか、各種要件があります。ご不明な点については、最寄りのハローワークまたは
都道府県労働局（職業安定部）にお問い合わせください。


